
　

分任支出負担行為担当官

　陸上自衛隊中央会計隊

　契約科長　宮内　修嗣

　　検討」について、下記のとおり変更する。

１．変更事項

２．連絡先  　　　

　 中央会計隊契約科第３契約班　當銘（とうめ）

　　　　　　 TEL:03-3268-3111　内線47555　

      　　　 FAX:03-5269-5135　

（２）別添のとおり仕様書を変更する。

中会公告第 i227-1号

令 和 6 年 10 月 18 日

変　更　公　告

（ 公 印 省 略 ）

　　「 秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項」

　　　中会公告第i227号(令和6年9月20日)「装甲戦闘車両のアクティブ防護システム搭載に関する設計

記

（１）公告の「 7　注意事項　（３）イ　適用する契約条項 」　に

　　「 装備品等秘密の保全に関する特約条項 」

　　を追加する。
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調達要求番号： 4LAF2AF0013 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

（早期装備化実証推進事業） 

装甲戦闘車両のアクティブ防護システム搭載 

に関する設計検討 

ＧＲＤ－Ｚ０００９９１Ｂ 

防衛大臣承認  令和 年  月  日 

作 成 令和６年 ９月１１日 

変 更 令和６年１０月１６日 

作成部隊等名 陸上幕僚監部装計部開発課 

 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊が実施する装甲車両の改善（ＡＰＳ等）において使用する器材の設計検

討について規定する。 

1.2 用語及び定義  

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の1.2によ 

る。 

1.2.1 対戦車弾 

モンロー／ノイマン効果により装甲板を貫通する成形炸薬弾頭を搭載した弾薬を言う。 

1.2.2 対戦車てき弾 

対戦車弾のうち，誘導制御機構を有さず，主に直接照準かつ低伸弾道により命中を期するものをい

う（ロケットモーターによる自己噴進機構を有するものを含む。）。 

1.2.3 対戦車誘導弾 

対戦車弾のうち，目標の熱源，射手等の指示・指令による誘導制御機構を有するものをいう。 

1.2.4 対戦車誘導型トップアタック弾 

対戦車誘導弾のうち，目標前で高度を上げ目標の側面ではなく，上部部分に対し命中を期するもの

をいう。 

1.2.5 装甲戦闘車両 

装軌及び装輪式の装甲をもつ車両のうち，口径２０ ｍｍ以上の機関砲等の火力性能を保有する戦

車等の車両をいう。 

1.2.6 ＡＰＳ 

Ａｃｔｉｖｅ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍの略，附属するレーダ及びセンサ等を用い装

甲車両に対し飛翔する対戦車てき弾，対戦車誘導弾及び対戦車誘導型トップアタック弾を検知し，連

接する発射装置より飛翔体を発射することでこれらを迎撃し，装甲戦闘車の被弾を防ぐことができる

ものをいう。 

1.2.7 ＲＷＳ 

 Ｒｅｍｏｔｅ Ｗｅａｐｏｎ Ｓｔａｔｉｏｎの略，人員の防護を目的とした遠隔操作式の無人銃架

または砲塔を搭載したものとする。 

1.2.8 システム設計 

本仕様書に規定されたＡＰＳ及びＲＷＳのシステムの構想や特性を考慮しつつ，それぞれの機能・

性能を実現し車両搭載に係る設計等を行うことをいう。 

1.2.9 基本設計 

 システム設計に基づき，主要構成品ごとの細部設計に必要な細部要求機能・性能を明確にすること

をいう。 

 



- 2 - 

1.2.10 細部設計 

 基本設計に基づき，主要構成品ごとに関する細部の設計（機能・性能の設定，製造図面の作成等）

を行うことをいう。 

1.3 引用文書等 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

なお，この仕様書と引用文書が異なる場合は，この仕様書の規定を優先するものとする。 

a) 仕様書等 

  ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２ 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９ 陸上自衛隊ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共 

通仕様書 

  ＧＲＤ－Ｚ０００８３８    装甲戦闘車両における遊よく（弋）型ＵＡＶ防護に係る研究 

にて使用する器材の車両適合性に係る設計検討 

  ＧＲＤ－Ｚ０００８６５    遊弋型ＵＡＶ対処器材（その１） 

ＧＲＤ－Ｚ０００８７０    遊弋型ＵＡＶ対処器材（その２） 

ＧＲＤ－Ｚ０００９０９    遊弋型ＵＡＶ対処器材（その３）（共通車両の換装技術用共通 

車体（その２）の改修） 

ＧＲＤ－Ｚ０００９８１    （早期装備化実証推進事業）装甲戦闘車両のアクティブ防護シ

ステム搭載に関する概念実証業務委託 

ＧＲＤ－Ｚ０００９８１Ｂ   （早期装備化実証推進事業）装甲戦闘車両のアクティブ防護シ

ステム搭載に関する概念実証業務委託 

  ＧＳ－Ｃ２１５８１６     広域多目的無線機（車両用） 

    ＧＳ－Ｃ２９５８１２Ｊ    車載装置 ＪＭＲＡ－Ｚ１１４ 

  ＧＳ－Ｃ２９６１７４Ｅ    車載装置 ＪＭＲＡ－Ｚ１１６ 

  ＧＶ－Ｙ１２０００１     １０式戦車 

  ＨＶ－Ｂ７３０００２     野外通信システム対応ソフトウェア（１０式戦車用）(その２) 

  ＨＶ－Ｂ７３０００３     １０式戦車等に搭載されている指揮統制装置の汎用化改修に

係る設計 

  ＨＶ－Ｂ７３０００４     １０式戦車等指揮統制装置改修ソフトウェア 

b) 取扱書 

  ＴＡＳ－２３０        １０式戦車取扱書 

  ＴＡＳ－２３３        １０式戦車（４０号車以降及び改造指令書ＭＷＯ武・化第１０ 

１５－１３４－１号による改造終了車（３９号車以前））取扱書 

c) 法令等 

秘密保全に関する訓令［防衛省訓令第３６号(１９.４.２７)］ 

装備品等秘密の指定等に関する訓令［防衛省訓令第１０号(６.３.１２)］ 

研究委託契約並びに研究委託性のある請負契約及び試作契約に係る特許等を受ける権利等の取 

扱いに関する訓令［防衛庁訓令第４９号（４８．１０．１５）］ 

ライフサイクルコストの細部見積要領について（通知）（装プ事第１１１４３号） 

装備品等の調達に係る秘密等の保全又は保護の確保について（通達）［防経装第１９０７２号（

２６．１２．２４）］ 

装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達）［防装庁（事）第１

３７号（４．３．３１）］ 

武器・化学装備品等の型式管理について（通達）［陸幕武化第３３１号（１．１２．１６）］ 
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d) その他 

 1) 基本設計書 

   １０式戦車等に搭載されている指揮統制装置の汎用化改修に係る設計 基本設計書 

 2) 細部設計書 

   １０式戦車等に搭載されている指揮統制装置の汎用化改修に係る設計 細部設計書 

 3) 承認用図面 

   １０式戦車［装承武第０２－０６（２．５．２９）］ 

    

2 役務に関する要求 

2.1 一般的要求事項 

a) この役務は，ＧＶ－Ｙ１２０００１の１０式戦車に対しＡＰＳ，ＲＷＳ及びＧＲＤ－Ｚ０００

９０９で搭載されたレーダ（以下，ＲＷＳ用レーダという。）を搭載するためのシステム設計を

検討する。 

b) 役務の実施は契約の相手方が作成する役務計画書による。 

2.2 役務の内容 

 役務の内容は，附属書Ａによる。 

a) 契約相手方は，附属書Ａ「車両適合性に係るシステム設計」により，搭載に必要なシステム設計

を実施する。 

b) システム設計の実施にあたり，設計対象車両が武器等製造法及び自衛隊の使用する自動車に関す

る訓令並びに，その他関連諸法令などに適合しない可能性が生起した場合については，その内容

を明確にする。 

2.3 開発調整会議 

 開発調整会議は，附属書Ｂによる。 

2.4 リスク管理 

 契約相手方は，システム設計を実施する上で，車体改修にて発生するリスクを検討し附属書Ａに規

定するシステム設計書に反映する。 

2.5 その他の必要事項 

a) 細部については，契約の範囲内において，開発課との相互調整により実施する。 

b) 本仕様書に基づく内容や成果の一部に必要な搭載検討において，必要によりＧＲＤ－Ｚ０００９

８１及びＧＲＤ－Ｚ０００９８１Ｂの概念実証委託企業及びその実施組織企業と秘密保持契約を

結ぶとともに，開発課が主催する会議において必要な助言を行うもとする。 

c) 本役務の実施計画及び成果の説明，開発課の搭載検討に必要な会議（計５回）に参加する。 

d) 本役務の実施にあたり，製造時に官給の可能性がある車両に関する現地確認（御殿場地区）及び

必要な調査を行い官側へ報告する。 

3  品質保証（監督・検査） 

監督・検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

4 その他の指示 

4.1 役務の実施体制等 

契約相手方は，この役務の実施に当たって次の体制を確保し，これを変更する場合には，事前に開

発課と協議する。 

a) この役務に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人（以下，“役

務従事者”という。）を確保する。 

b) 役務従事者は，2.1における搭載検討対象車両に関する業務の経験及び知識等をもつ。 

c) 役務従事者は，2.1に掲げるもののほか，この役務に必要となる経歴，知識，資格，語学（母国
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及び外国語能力），文化的背景（国籍等）及び業績等をもつ。 

d) 役務従事者は，他の手持ちの業務等との関係において，この役務に必要な業務所要に対応できる

体制をもつ。 

e) 上記役務従事者を名簿にまとめ，4.4提出書類に示す要領で提出する。 

4.1 履行確認 

 契約の相手方は，契約締結後より月２回を基準として，開発課に進捗状況を報告すること。なお，

書面，メール等による報告も可とする。 

4.2 安全管理 

契約の相手方は，本業務委託の遂行において安全を最優先するものとし，開発課の指示に対して十

分な安全の確保が困難な場合は，開発課に協議を申し出ることができる。 

4.3  発生材の処置  

 本業務委託で生じた発生材は，契約の相手方の責任において適切に廃棄，処分するものとする。 

4.4 貸付文書 

貸付文書は，表1による。貸付けに当たっては，開発課が必要と認めた資料について，調整の上，

契約相手方の申請により無償貸付できるものとし，細部は官側の指示による。 

 なお，貸付場所は，陸上幕僚監部装備計画部開発課とし，貸付時期については，官側との調整によ

る。 

表1－貸付文書 

番号 品名 数量 文書番号等 

1 取扱書 １０式戦車取扱書 １部 ＴＡＳ－２３０ 

2 １０式戦車（４０号車以降及び改造指令書ＭＷ

Ｏ武・化第１０１５－１３４－１号による改造

終了車（３９号車以前））取扱書 

１部 ＴＡＳ－２３３ 

3 技術図

書 

ＡＰＳに係る技術図書 ２部 ＡＰＳに係るＲＦＩ情報 

4 承認用

図面 

１０式戦車 １部 装承武第０２－０６ 

（２．５．２９） 

5 基本設

計書 

１０式戦車等に搭載されている指揮統制装置の 

汎用化改修に係る設計 基本設計書 

１式 
－ 

6 細部設

計書 

１０式戦車等に搭載されている指揮統制装置の 

汎用化改修に係る設計 細部設計書 
－ 

7 技術資

料 

ＡＰＳ車両搭載検討資料 ２部 ＧＲＤ－Ｚ０００９８１

-表 5及びＧＲＤ－Ｚ００

０９８１Ｂ-表 5 

8 システ

ム設計

書 

装甲戦闘車両における遊よく（弋）型ＵＡＶ防

護に係る研究にて使用する器材の車両適合性に

係る設計検討 システム設計書（最終） 

1 式 

－ 

9 システ

ム設計

書 

装甲戦闘車両における遊よく（弋）型ＵＡＶ防

護に係る研究にて使用する器材の車両適合性に

係る設計検討 

システム設計書（最終）別冊「秘」 

1 式 

－ 

10 承認用 遊弋型ＵＡＶ対処器材（その１） 1 部 － 
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図面 

11 取扱説

明書 

遊弋型ＵＡＶ対処器材（その１） 取扱説明書 1 部 
－ 

12 細部設

計書 

遊弋型ＵＡＶ対処器材（その２） 

細部設計書 

1 式 
－ 

13 細部設

計書 

遊弋型ＵＡＶ対処器材（その３）（共通車両の換

装技術用共通 車体（その２）の改修） 

細部設計書 

1 式 

－ 

注記１ その他，必要な文書が発生した場合は，官側との協議による。 

注記２ 細部は，開発課との調整による。 

4.5  提出書類等 

 提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表2による。 

 なお，特に指定のある事項は，調達要領指定書によるほか，開発課との調整による。 

表2－提出書類等 

番号 提出書類名 数量 提出時期 提出先 様式 

1 役務計画書（作業工程表） a) 契約締結後，１か月以内 陸上幕僚

監部装備

計画部 

開発課 

（市ヶ谷） 

b) 

2 役務従事者名簿 

3 システム設計書 附属書「

注意」c) 

e) 令和８年１月末 

4 システム設計書 附属書「

秘」d) 

5 システム設計書  

注a) 提出書類は，紙媒体及び電子記憶媒体を各１部とし，作成要領，電子記憶媒体の種類及び

記憶方式は，開発課との調整による。また，電子記憶媒体は，提出前にウイルスチェック

を実施する。 

注b) 様式は，契約の相手方の様式による。 

注c) 情報ｾｷｭﾘﾃｨ指定書に応じて作成する。注意の指定が行われない場合は提出しない。 

注d) 情報ｾｷｭﾘﾃｨ指定書に応じて作成する。秘の指定が行われない場合は提出しない。 

注e)  ＡＰＳの種類により２種作成する。その他注a)による他，細部は開発課との調整による。 
 

4.6 秘密の保全 

契約の相手方は，部品の製造に関わる物件，文書，図面などの秘密に指定されたものの取扱いにお

いて，“秘密保全に関する訓令”に基づき，その取扱いに万全の注意を払わなければならない。 

4.7 情報保全 

 契約相手方は，この契約の履行にあたり知りえた保護すべき情報の取扱いにあたっては，契約

に付された情報セキュリティに関する特約条項に基づき，適切に管理するものとする。契約相手

方は，この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報 （契約を履行する一環として契約相手方

が収集，整理，作成等した情報であって，防衛省が保護を要さないと確認していない一切の情報

をいう。）その他の非公知の情報（以下「保護すべき情報等」という。）の取扱いに当たっては，

1.3 c) 装備品等の調達に係る秘密等の保全又は保護の確保について（通達）［防経装第１９０７

２号（２６．１２．２４）］における別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ

の確保における特約条項」及び添付資料「調達における情報セキュリティ基準」に基づき （保
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護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては，これらに準じて），適切に管理するものと

する。この際，特に，保護すべき情報等の取扱いについては，次の履行体制を確保し，これを変

更した場合には，遅滞なく官に通知 するものとする。 

a)  契約を履行する一環として契約相手方が収集，整理，作成等した一切の情報が，防衛省が保護

を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを取り扱われることを保障

する履行体制保障する履行体制 

b)  官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制 

c)  官が書面により個別に許可した場合を除き，契約相手方に係る親会社，地域統括会社，ブラン

ド・ライセンサー，フランチャイザー，コンサルタントその他の契約相手方に対して指導，監督，

業務支援，助言，監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされな

いことを保障する履行体制 

4.8 知的財産権に関する注意 

 知的財産権に関する注意は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.1による。 

4.9 官側の支援 

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の7.3によるほか，次に示す事項について，必要

により，事前に官側と調整の上，官側の支援を受けることができる。 

a) 提出書類の作成に，官側が必要と認めた資料などの提示に関する事項 

b) 実弾射撃検証参加に当たり官側が必要と認めた物品及び地域に関する事項。 

c) その他官側が必要と認めた事項 

4.10 サプライチェーン・リスクへの対応 

 サプライチェーン・リスクへの対応は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９の 2.1 による。 

4.11 その他 

 その他は，次による。 

a) 官側の資料使用に関する注意は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.2による。 

b) 契約相手方は，監督及び検査に必要な資料を官側の要求によって，開示しなければならない。 

c) 契約相手方は，必要な技術資料を官側の要求によって開示しなければならない。 

4.12 仕様書に関する疑義 

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。 
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附属書Ａ 

（規定） 

車両適合性に係るシステム設計 

A.1 適用範囲 

この附属書は，本体2.2に基づき，契約の相手方が本仕様書に基づいて行うシステム設計に対する

要求事項について規定する。 

 

A.2 役務内容 

役務内容は，表A.1を基準とし，細部は以下による。 

a) ＡＰＳ，ＲＷＳ及びＲＷＳ用レーダの搭載要領及び車両側のシステムの連接要領を検討する。 

b) ＡＰＳ，ＲＷＳ及びＲＷＳ用レーダを搭載するために必要な重量及び電力増強対策を含む改修要

領を検討する。この際，ＡＰＳとＲＷＳ及びＲＷＳ用レーダについては同時搭載，どちらか一方の

搭載，非搭載が可能であるよう検討する。 

c) ＧＲＤ－Ｚ０００９８１及びＧＲＤ－Ｚ０００９８１Ｂにおける実弾射撃検証に参加する。参加

する人数は２名とし，実施国内における試験場及び政府関連施設の入場等への支援を除き，契約の

相手方が実弾射撃検証の参加に必要な移動，宿泊，食事について準備するものとする。細部は，開

発課との協議の上，調整する。なお，実弾射撃検証場所において外務省海外安全情報により渡航中

止勧告地域が発令されている場合は参加を中止とする。 

d) 搭載対象車両側において操作する人員の安全性の確保を重視する。 

e) 更に考慮すべき項目及び内容が生起した場合は，開発課との協議の上，調整する。 

f) 表A.1番号1～3までの検討結果をシステム設計書として提出する。 

  なお，システム設計書は最終報告を実施し，細部は表B.1による。 

 

A.3 システム設計対象器材 

システム設計対象器材は，次による。 

a) ＡＰＳ 

ＧＲＤ－Ｚ０００９８１及びＧＲＤ－Ｚ０００９８１ＢのＡＰＳを対象とする。 

b)  ＲＷＳ 

  ＧＲＤ－Ｚ０００８６５の３０ｍｍＲＷＳまたは同等品 

c) ＲＷＳ用レーダ 

  ＧＲＤ－Ｚ０００９０９で搭載されたレーダまたは同等品 

d） ＡＰＳ及びＲＷＳ及びＲＷＳ用レーダの搭載対象車両 

  ＧＶ－Ｙ１２０００１の１０式戦車 
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表A.1－検討項目及び内容 

番号 検討項目 内容 

1 搭載対象車両との配置要領 ＡＰＳ，ＲＷＳ及びＲＷＳ用レーダと搭載対象車両の最

適な配置要領及び機能・性能への影響等について検討を

実施する。 

2 搭載対象車両との適合性検討 技術図書及び技術資料等から，ＡＰＳ，ＲＷＳ及びＲＷ

Ｓ用レーダの搭載及び運用のために必要な適合性を検

討し，車両側のシステムの連接要領, 必要な処置対策要

領及び設計の基本となる事項を検討する。 

3 搭載対象車両の改修要領の検

討 

番号2までに実施した検討結果に基づき，搭載対象車両

に対するＡＰＳ，ＲＷＳ及びＲＷＳ用レーダの搭載に関

する改修要領及び必要な資器材ついて検討を実施する。 

4 ＬＣＣ検討 番号3までに実施した検討結果に基づき，ＬＣＣを検討

する細部はA.4による。  

 

A.4 ＬＣＣ検討 

ＬＣＣの検討は，表A.1の番号4に基づき実施し，ＬＣＣ管理報告書を提出する。ＬＣＣ管理報告書

は表A.2による。ＡＰＳ（迎撃用弾薬含む）２種及びＧＲＤ－Ｚ０００８６５の３０ｍｍＲＷＳ（弾

薬含む）のＬＣＣについては，それぞれの技術資料及び技術図書による。 

表A.2－搭載に係るＬＣＣの検討項目及び内容 

区分 項目 

量産段階 初度費 

対象車両改修費（必要な資器材を含む。） 

運用段階 教育訓練費（技術支援等。） 

弾薬等調達費（ＡＰＳの迎撃用弾薬等。） 

維持整備費（補用品，部品費，整備用機材等。） 

廃棄段階 廃棄（ＡＰＳ及びＧＲＤ－Ｚ０００８６５の３０ｍｍＲＣＷＳは技術資料及び技術図

書による。） 

注記1 取得数量は３００器材とし，取得ペースは１０器材／年とする。（運用期間は２０年） 

注記2 ＬＣＣを概算するレート等の細部条件は，官側の指示による。 
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附属書Ｂ 

（規定） 

開発調整会議実施要領 

B.1 適用範囲 

この附属書は，本体2.3に基づき，開発調整会議の実施要領について規定する。 

 

B.2 目的 

 開発調整会議（以下，“会議”という。）の目的は，契約相手方がこの仕様書の定めるところによっ

て実施するシステム設計及びＬＣＣ管理に必要な細部事項などを調整するものである。 

 

B.3 会議の構成及び所掌事項 

B.3.1 導入時期 

 会議の構成は，議長，議長補佐及び調整委員をもって次のとおり構成する。 

a) 議長は，開発課長が指名する者 

b) 議長補佐は，議長が指名する者 

c) 調整委員は，次のとおりとする。 

 1) 官側 

 1.1) 開発課担当者 

 1.2) その他，議長が指名する者 

  2) 契約相手方 

  官側との調整によって契約相手方が定めるところによる。 

B.3.2 所掌事項 

所掌事項は，次による。 

a) 議長は会議を統括する。 

b) 議長補佐は，議長を補佐し，会議の進行を担当する。 

c) 調整委員は，会議に参加し，所要事項の調整を実施する。 

d) 契約相手方は，会議の準備・参加，資料の作成，必要な事項の説明，議事録の作成，調整を実施

する。 

B.4 会議内容等 

会議内容等は，表B.1による。 

表B.1－会議内容等 

番号 項目 実施内容 実施予定時期 

1 役務計画書 a) 作業工程表の説明 

b) 技術図書及び技術資料の確認 

c) その他，議長が指定する事項 

官側との調整によ

る。 

2 実弾射撃検証

要領 

a) 役務進捗状況の説明 

b) 実弾射撃検証要領に対する助言 

c) その他，議長が指定する事項 

官側との調整によ

る。 
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3 実弾射撃検証

成果の共有 

a) 役務進捗状況の説明 

b) 実弾射撃検証成果の確認 

c) その他，議長が指定する事項 

官側との調整によ

る。 

4 附属書Ａ 表

A.1のうち，番

号1，2，3 

a) 搭載対象車両への適合性 

b) 改修要領 

c) その他，議長が指定する事項 

契約相手方の作成す

る役務計画書によ

る。 

5 附属書Ａ 表

A.1のうち，番

号4 

 

a) 搭載対象車両改修に係るＬＣＣの概要  

b) ＬＣＣ検討 

c) その他，議長が指定する事項 

官側との調整によ

る。 

注記1 会議の実施時期については，本体4.5 に規定する役務計画書にて実施時期を記載し，開 

発室との合意を得る。 

注記2 実施予定場所は原則として陸上幕僚監部にて実施する。 

注記3 更に考慮すべき項目及び内容が生起した場合は，開発課との協議の上，調整する。 

 



 

情報ｾｷｭﾘﾃｨ指定書 

発簡番号 陸幕整理番号第 5310号 

調達要求番号   4LAF2A70013 

調達要求年月日 令和６年９月１８日 

作成部課 陸上幕僚監部装計部開発課 

作成年月日 令和６年９月１１日 

品   名 
（早期装備化実証推進事業） 

装甲戦闘車両のアクティブ防護システム搭載に関する設計検討 

仕様書番号 ＧＲＤ－Ｚ０００９９１Ｂ 

 
 １ 保護すべき情報の管理 
   契約の相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、

装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達）（防装庁（事）第１
３７号。（令和４年３月３１日）別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確
保に関する特約条項の規定に基づき適切に管理するものとする。 

 
 ２ 保護すべき情報として指定された情報 

装備品 
指定すべき情報 企業で取り扱う 

際の留意事項 
備考 

保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 

アクテ
ィブ防
護シス
テム 

１ 車両搭載検
討資料 

ＧＲＤ－Ｚ０００９８１及
びＧＲＤ－Ｚ０００９８１Ｂ
表 5のうち、製造会社所在国が
「注意」に指定する情報が含ま
れる場合 

〇 製造過程、納入、試 
験、完成図書・承認用 
図面作成時に明らか又 
は類推される場合には 
保護対象とする。 

〇 設計当初から左記性 
 能が明白になる場合に 
は保護対象とする。 

〇 各種会議等における 
 会議資料、議事録な 
ど、保護すべき情報が 
類推される場合には保 
護対象とする。 

〇 納入試験等における 
 試験データなど、保護 
すべき情報が類推され 
る場合には保護対象と 
する。 

〇 無償貸付品及び官給 
 品使用時、それらの保 
護すべき情報が類推さ 
れる場合には保護対象
とする。 

 

２ 技術資料 

納入書類における項目にお
いて製造会社所在国が「注意」
に指定する情報が含まれる場
合 

３ システム設
計 書 付 属 書
「注意」 

納入書類における項目にお
いて製造会社所在国が「注意」
に指定する情報が含まれる場
合及びそれらの情報を用いて
システム設計を行った場合の
関連項目 

４ システム設
計書 

 

装甲戦闘車両における遊よ
く（弋）型ＵＡＶ防護に係る研
究にて使用する器材の車両適
合性に係る設計検討（システム
設計書（最終）別冊「秘」）に係
る情報及び本情報を用いてシ
ステム設計を行った場合の関
連項目 
 

 

 ３ 特記事項 

   製造会社所在国が「注意」に指定する情報については、契約相手方の要求に応じ相手国国防省等

がその都度決定するため、保護すべき情報の詳細について、官が別途指示する。 


